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(57)【要約】
　本発明はデータサービス送信のための方法および装置
に関する。当該方法は、ローミング地域に到達したとき
、ローミング地域のネットワーク事業者によって送信さ
れる第１のメッセージを端末によって受信する段階であ
って、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワ
ーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの
識別情報を伝える、段階と、ローミング地域のネットワ
ーク事業者のネットワーク認証に成功した後、第１のメ
ッセージ内の仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って仮想
ＳＩＭカード情報を端末によってダウンロードする段階
と、サービス送信を実行すべく、仮想ＳＩＭカードを利
用して、ローミング地域のネットワーク事業者によって
提供されるサービスを端末によって使用する段階とを含
む。本発明は、ローミング端末ユーザのデータサービス
使用についての問題を解消し、ローミングデータサービ
スの利用のための料金を低減させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データサービス送信のための方法であって、
　ローミング地域に到達したとき、ローミング地域のネットワーク事業者によって送信さ
れる第１のメッセージを端末によって受信する段階であって、前記第１のメッセージは、
前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカード
の識別情報を伝える、段階と、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、前記
第１のメッセージの前記仮想ＳＩＭカードの前記識別情報に従って仮想ＳＩＭカード情報
を前記端末によってダウンロードする段階と、
　サービス送信を実行すべく、前記仮想ＳＩＭカードを利用して、前記ローミング地域の
前記ネットワーク事業者によって提供されるサービスを前記端末によって使用する段階と
を備える
　方法。
【請求項２】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する前記段階
は、具体的に、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワード
を前記端末によって取得する段階と、
　前記端末が前記ローミング地域に到着したとき、前記サービス番号への呼び出しを前記
端末によって開始し、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の前記ネットワーク
認証に成功するように、前記サービスパスワードを利用して前記仮想ＳＩＭカードの認証
情報を得る段階とを有する
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のメッセージは、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって前記
端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更
に伝え、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する前記段階
は、具体的に、
　前記第１のメッセージに従って前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を前記
端末によって選択する段階と、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の前記ネッ
トワーク認証に成功するように、前記支払モードを使用して前記仮想ＳＩＭカードの認証
情報を取得する段階とを有する
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のメッセージ内の前記仮想ＳＩＭカードの前記識別情報に従って仮想ＳＩＭカ
ード情報をダウンロードする前記段階の後、
　前記仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って前記仮想ＳＩＭカード情報を前記端
末によって別々に格納する段階であって、前記仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証アルゴ
リズムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、前記仮想ＳＩＭ情報の残りを暗
号化ファイルシステムＥＦＳに格納する、段階を更に備える
　請求項１から４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って前記仮想ＳＩＭカード情報を前記端
末によって別々に格納する前記段階の後、
　前記端末が手動選択モードにある場合、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード
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情報又は前記仮想ＳＩＭカード情報を前記端末によって受信する段階、及び、前記ユーザ
によって選択される前記従来のＳＩＭカード情報又は前記仮想ＳＩＭカード情報に従って
設定を実行する段階、又は、
　前記端末が自動選択モードとなるように設定される場合、ネットワークアクセス情報に
従って従来のＳＩＭカード又は前記仮想ＳＩＭカードを前記端末によって自動的に設定す
る段階を更に備える
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ローミング端末のデータサービス送信のための方法であって、
　ローミング地域に入るローミング端末に第１のメッセージを前記ローミング地域のネッ
トワーク事業者のサーバによって送信する段階であって、前記第１のメッセージは、前記
ローミング地域の前記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識
別情報を伝える、段階と、
　前記ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める、
前記ローミング端末によって返される要求を前記サーバによって受信し、前記ローミング
端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると決定す
る場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める前記ローミング端末の要
求が受信されるとき、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカード情報を送信する段階と
を備える
　方法。
【請求項８】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者が、前記ローミング地域に入る前記ロー
ミング端末に前記第１のメッセージを送信する前に、
　前記ローミング端末によって開始されるサービス呼び出し要求を受信する段階であって
、前記サービス呼び出し要求は、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービ
ス番号及びサービスパスワードを伝える、段階を更に備え、
　前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する
前記段階は、具体的に、
　前記サービスパスワードが有効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合
、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを
含む、
　請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のメッセージは前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって前記ロ
ーミング端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モ
ードを更に伝え、
　前記方法は、前記ローミング端末によって選択される前記仮想ＳＩＭカード及び支払モ
ードについての情報を受信する段階を更に備え、
　前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する
前記段階は、具体的に、
　前記ローミング端末によって選択される前記仮想ＳＩＭカード及び前記支払モードが有
効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合、前記ローミング端末に前記仮
想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを有する、
　請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１１】
　端末であって、
　前記端末がローミング地域に到着したとき、前記ローミング地域のネットワーク事業者
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によって送信される、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モ
ジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを受信するよう構成される受
信ユニットと、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の認証に成功し、前記受信ユニットによ
って受信される前記第１のメッセージ内の前記仮想ＳＩＭカードの前記識別情報に従って
仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードし、サービス送信を実行すべく、前記仮想ＳＩＭカ
ードを利用して、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって提供されるサー
ビスを使用するよう構成される処理ユニットとを備える
　端末。
【請求項１２】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項１１に記載の端末。
【請求項１３】
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワード
を取得するよう構成される取得ユニットを更に備え、
　前記端末が前記ローミング地域に到着したとき、前記処理ユニットは、具体的に、前記
取得ユニットによって取得される前記サービス番号への呼び出しを開始し、前記ローミン
グ地域の前記ネットワーク事業者の前記ネットワーク認証に成功するように、前記サービ
スパスワードを利用して前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を得るよう構成される、
　請求項１１又は１２に記載の端末。
【請求項１４】
　前記第１のメッセージは、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって前記
端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更
に伝え、
　前記処理ユニットは前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得するよう構成され、取得す
るよう構成されることは具体的に、前記第１のメッセージに従って前記仮想ＳＩＭカード
のサービスオプション情報を選択し、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の前
記ネットワーク認証に成功するように、前記支払モードを使用して前記仮想ＳＩＭカード
の認証情報を取得するよう構成されることを含む、
　請求項１１又は１２に記載の端末。
【請求項１５】
　前記仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って前記仮想ＳＩＭカード情報を別々に
格納するよう構成される記憶ユニットであって、前記仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証
アルゴリズムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、前記仮想ＳＩＭ情報の残
りを暗号化ファイルシステムＥＦＳに格納するよう構成される、記憶ユニットを更に備え
る
　請求項１１から１４の何れか一項に記載の端末。
【請求項１６】
　前記記憶ユニットが前記仮想ＳＩＭ情報の前記セキュリティレベルに従って前記仮想Ｓ
ＩＭカード情報を別々に格納した後、前記端末が手動選択モードにある場合、前記受信ユ
ニットは、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報又は前記仮想ＳＩＭカード
情報を受信するよう更に構成され、前記処理ユニットは、前記ユーザによって選択される
前記従来のＳＩＭカード情報又は前記仮想ＳＩＭカード情報に従って設定を実行するよう
更に構成される、又は、
　前記端末が自動選択モードになるように設定される場合、前記処理ユニットは、ネット
ワークアクセス情報に従って従来のＳＩＭカード又は前記仮想ＳＩＭカードを自動的に設
定する、
　請求項１５に記載の端末。
【請求項１７】
　ローミング地域のネットワーク事業者に属するサーバであって、
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　前記ローミング地域に入るローミング端末に、前記ローミング地域の前記ネットワーク
事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを
送信するよう構成される送信ユニットと、
　前記ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める前
記ローミング端末によって返される要求を受信するよう構成される受信ユニットと、
　前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、
提供すると決定する場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める前記ロ
ーミング端末の要求を前記受信ユニットが受信するとき、前記送信ユニットを使用して前
記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカード情報を送信するよう構成される処理ユニットと
を備える
　サーバ。
【請求項１８】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項１７に記載のサーバ。
【請求項１９】
　前記受信ユニットは、前記ローミング地域に入る前記ローミング端末に前記第１のメッ
セージを前記送信ユニットが送信する前に、前記ローミング端末によって開始される、前
記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを伝
えるサービス呼び出し要求を受信するよう更に構成され、
　前記処理ユニットは、前記受信ユニットによって受信された前記サービスパスワードが
有効かどうかを決定し、有効であると決定する場合、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩ
Ｍカードの認証情報を提供すると決定する、
　請求項１７又は１８に記載のサーバ。
【請求項２０】
　前記送信ユニットによって送信される前記第１のメッセージは、前記ローミング地域の
前記ネットワーク事業者によって前記ローミング端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカー
ドのサービスオプション情報及び支払モードを更に伝え、
　前記受信ユニットは、前記ローミング端末によって選択される前記仮想ＳＩＭカード及
び支払モードについての情報を受信し、
　前記処理ユニットは、前記ローミング端末によって選択され、前記受信ユニットによっ
て受信された前記仮想ＳＩＭカード及び前記支払モードが有効かどうかを決定し、有効で
あると決定する場合、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供する
と決定する、
　請求項１７又は１８に記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１３年１２月１３日に中国特許庁へ出願され、「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　
ＤＡＴＡ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ　ＡＮＤ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ」と
題する中国特許出願第２０１３１０６８７４２４．５号に基づく優先権を主張し、その全
体が参照によって本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は通信技術分野に関し、特に、データサービス送信のための方法及び端末に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　スマートフォンの発展及び無線ネットワーク技術の発展により、端末ユーザはユビキタ
スなインターネットアクセスへの強い要望を持っている。従来のデータローミングの解決
手段では、データサービス送信は、主に、訪問先の地域又は本国の地域のゲートウェイ汎
用パケット無線サービスサポートノード（Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　



(6) JP 2017-500799 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

Ｎｏｄｅ、ＧＧＳＮ）を介してデータネットワークにアクセスすることによって実行され
る。
【０００４】
　国際ローミング状態にあるユーザは外国の事業者のネットワークを使用し、国際ローミ
ングの料金基準は、２つの国又は地域の事業者の間での合意に基づいて決定される。ほと
んどの国又は地域において、国際ローミングデータサービスの料金は国内の料金より高い
。
【０００５】
　ローミングデータサービスの高い料金に直面し、国際的にローミングする端末ユーザは
国際ローミングサービスを慎重に使用しなければならず、高額の請求が発生する可能性が
非常に高い。更に、今日のスマート端末はデータサービスを盛んに行うことが多いので、
使用料を効果的に抑制及び低減させるユーザにとってのより良いアプローチは、データロ
ーミングサービスを無効にする以外にない。更に、端末ユーザは、カード交換という手段
によって外国の事業者のネットワークを使用することができる。しかしながら、この手段
が使用される場合、端末ユーザは、ローミング地域の電話カードを購入するか、又は、ロ
ーミング地域の事業者の営業所へ出向いて関連するサービスを申し込む必要があり、カー
ドを交換する必要もある。そのような作業は不便である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の目的は、データサービス送信のための方法および装置を提供することである。
当該方法及び装置は、ローミング端末ユーザがカードを交換することなくデータサービス
を使用する場合に発生する高額な費用の問題を解消可能であり、速くて便利であり、カー
ドの交換を必要としない。
【０００７】
　上述の目的を達成すべく、本発明の第１の態様はデータサービス送信のための方法を提
供する。当該方法は、
　ローミング地域に到着したとき、ローミング地域のネットワーク事業者によって送信さ
れる第１のメッセージを端末によって受信する段階であって、第１のメッセージは、ロー
ミング地域のネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を
伝える、段階と、
　ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、第１のメッセ
ージ内の仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って仮想ＳＩＭカード情報を端末によってダウ
ンロードする段階と、
　サービス送信を実行すべく、仮想ＳＩＭカードを利用して、ローミング地域のネットワ
ーク事業者によって提供されるサービスを端末によって使用する段階とを含む。
【０００８】
　第１の態様に関連して、第１の態様の第１の可能な実施例において、第１のメッセージ
は無線通信ＯＴＡメッセージである。
【０００９】
　第１の態様、又は第１の態様の第１の可能な実施例に関連して、第１の態様の第２の可
能な実施例において、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功す
る段階は、具体的に、
　ローミング地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを端末に
よって取得する段階と、
　端末がローミング地域に到着したとき、サービス番号への呼び出しを端末によって開始
し、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功するように、サービ
スパスワードを利用して仮想ＳＩＭカードの認証情報を得る段階とを含む。
【００１０】
　第１の態様、又は第１の態様の第１の可能な実施例に関連して、第１の態様の第３の可
能な実施例において、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者によっ
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て端末に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更に
伝え、
　ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する段階は、具体的に
、
　第１のメッセージに従って仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を端末によって
選択する段階と、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功するよ
うに、支払モードを使用して仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得する段階とを含む。
【００１１】
　第１の態様、又は、第１の態様の第１から第３の可能な実施例の何れか１つに関連して
、第１の態様の第４の可能な実施例において、第１のメッセージ内の仮想ＳＩＭカードの
識別情報に従って仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードする段階の後、当該方法は、
　仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って仮想ＳＩＭカード情報を端末によって別
々に格納する段階であって、仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証アルゴリズムをセキュア
なオペレーティングシステムに格納し、仮想ＳＩＭ情報の残りを暗号化ファイルシステム
ＥＦＳに格納する、段階を更に含む。
【００１２】
　第１の態様の第４の可能な実施例に関連して、第１の態様の第５の可能な実施例におい
て、仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って端末によって別々に仮想ＳＩＭカード
情報を格納する段階の後、当該方法は、
　端末が手動選択モードにある場合、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報
又は仮想ＳＩＭカード情報を端末によって受信する段階、及び、ユーザによって選択され
る従来のＳＩＭカード情報又は仮想ＳＩＭカード情報に従って設定を実行する段階を、又
は、
　端末が自動選択モードとなるように設定される場合、ネットワークアクセス情報に従っ
て従来のＳＩＭカード又は仮想ＳＩＭカードを端末によって自動的に設定する段階を更に
含む。
【００１３】
　第２の態様に従って、本発明はデータサービス送信のための方法を更に提供する。当該
方法は、
　ローミング地域に入るローミング端末に第１のメッセージをローミング地域のネットワ
ーク事業者のサーバによって送信する段階であって、第１のメッセージは、ローミング地
域のネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える、
段階と、
　ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める、ロー
ミング端末によって返される要求をサーバによって受信し、ローミング端末に仮想ＳＩＭ
カードの認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると決定する場合、仮想ＳＩＭカ
ード情報をダウンロードすることを求めるローミング端末の要求が受信されるとき、ロー
ミング端末に仮想ＳＩＭカード情報を送信する段階とを含む。
【００１４】
　第２の態様に関連して、第２の態様の第１の可能な実施例において、第１のメッセージ
は無線通信ＯＴＡメッセージである。
【００１５】
　第２の態様、又は第２の態様の第１の可能な実施例に関連して、第２の態様の第２の可
能な実施例において、ローミング地域のネットワーク事業者が、ローミング地域に入るロ
ーミング端末に第１のメッセージを送信する前に、当該方法は、
　ローミング端末によって開始されるサービス呼び出し要求を受信する段階であって、サ
ービス呼び出し要求は、ローミング地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービ
スパスワードを伝える、段階を更に含み、
　ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する段階は、
具体的に、
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　サービスパスワードが有効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合、ロ
ーミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを含む。
【００１６】
　第２の態様、又は第２の態様の第１の可能な実施例に関連して、第２の態様の第３の可
能な実施例において、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者によっ
てローミング端末に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モ
ードを更に伝え、
　当該方法は、
　ローミング端末によって選択される仮想ＳＩＭカード及び支払モードについての情報を
受信する段階を更に含み、
　ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する段階は、
具体的に、
　ローミング端末によって選択される仮想ＳＩＭカード及び支払モードが有効かどうかを
決定する段階と、有効であると決定する場合、ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証
情報を提供すると決定する段階とを含む。
【００１７】
　第３の態様に従って、本発明は端末を更に提供する。当該端末は、
　端末がローミング地域に到着したとき、ローミング地域のネットワーク事業者によって
送信される、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカ
ードの識別情報を伝える第１のメッセージを受信するよう構成される受信ユニットと、
　ローミング地域のネットワーク事業者の認証に成功し、受信ユニットによって受信され
る第１のメッセージ内の仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って、仮想ＳＩＭカード情報を
ダウンロードし、サービス送信を実行すべく、仮想ＳＩＭカードを利用して、ローミング
地域のネットワーク事業者によって提供されるサービスを使用するよう構成される処理ユ
ニットとを含む。
【００１８】
　第３の態様に関連して、第３の態様の第１の可能な実施例において、第１のメッセージ
は無線通信ＯＴＡメッセージである。
【００１９】
　第３の態様、又は第３の態様の第１の可能な実施例に関連して、第３の態様の第２の可
能な実施例において、端末は、
　ローミング地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを取得す
るよう構成される取得ユニットを更に含み、
　端末がローミング地域に到着したとき、処理ユニットは、具体的に、取得ユニットによ
って取得されるサービス番号への呼び出しを開始し、ローミング地域のネットワーク事業
者のネットワーク認証に成功するように、サービスパスワードを利用して仮想ＳＩＭカー
ドの認証情報を得るよう構成される。
【００２０】
　第３の態様、又は第３の態様の第１の可能な実施例に関連して、第３の態様の第３の可
能な実施例において、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者によっ
て端末に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更に
伝え、
　処理ユニットは、仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得するよう構成され、それは具体的
に、第１のメッセージに従って仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を選択し、ロ
ーミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功するように、支払モードを
使用して仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得するよう構成されることを含む。
【００２１】
　第３の態様、又は第３の態様の第１から第３の可能な実施例の何れか１つに関連して、
第３の態様の第４の可能な実施例において、端末は、
　仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って、仮想ＳＩＭカード情報を別々に格納す
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るよう構成される記憶ユニットであって、仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証アルゴリズ
ムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、仮想ＳＩＭ情報の残りを暗号化ファ
イルシステムＥＦＳに格納するよう構成される、記憶ユニットを更に含む。
【００２２】
　第３の態様の第４の可能な実施例に関連して、第３の態様の第６の可能な実施例におい
て、記憶ユニットが、仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って仮想ＳＩＭカード情
報を別々に格納した後、端末が手動選択モードにある場合、受信ユニットは、ユーザによ
って選択される従来のＳＩＭカード情報又は仮想ＳＩＭカード情報を受信するよう更に構
成され、処理ユニットは、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報又は仮想Ｓ
ＩＭカード情報に従って設定を実行するよう更に構成される、又は、
　端末が自動選択モードとなるように設定される場合、処理ユニットは、ネットワークア
クセス情報に従って従来のＳＩＭカード又は仮想ＳＩＭカードを自動的に設定する。
【００２３】
　第４の態様に従って、本発明は、ローミング地域のネットワーク事業者に属するサーバ
を更に提供する。当該サーバは、
　ローミング地域に入るローミング端末に、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想
加入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを送信するよう
構成される送信ユニットと、
　ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める、ロー
ミング端末によって返される要求を受信するよう構成される受信ユニットと、
　ローミング端末に仮想ＳＩＭカード認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると
決定する場合、受信ユニットが、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める
ローミング端末の要求を受信するとき、送信ユニット使用してローミング端末に仮想ＳＩ
Ｍカード情報を送信するよう構成される処理ユニットとを含む。
【００２４】
　第４の態様に関連して、第４の態様の第１の可能な実施例において、第１のメッセージ
は無線通信ＯＴＡメッセージである。
【００２５】
　第４の態様又は第４の態様の第１の可能な実施例に関連して、第４の態様の第２の可能
な実施例において、受信ユニットは、ローミング地域に入るローミング端末に第１のメッ
セージを送信ユニットが送信する前に、ローミング端末によって開始される、ローミング
地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを伝えるサービス呼び
出し要求を受信するよう更に構成され、
　処理ユニットは、受信ユニットによって受信されたサービスパスワードは有効かどうか
を決定し、有効であると決定する場合、ローミング端末に仮想ＳＩＭカード認証情報を提
供すると決定する。
【００２６】
　第４の態様又は第４の態様の第１の可能な実施例に関連して、第４の態様の第３の可能
な実施例において、送信ユニットによって送信される第１のメッセージは、ローミング地
域のネットワーク事業者によってローミング端末に提供される、仮想ＳＩＭカードのサー
ビスオプション情報及び支払モードを更に伝え、
　受信ユニットは、ローミング端末によって選択される仮想ＳＩＭカード及び支払モード
についての情報を受信し、
　処理ユニットは、ローミング端末によって選択され、受信ユニットによって受信された
仮想ＳＩＭカード及び支払モードが有効かどうかを決定し、有効であると決定する場合、
ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する。
【００２７】
　本発明において提供されるデータサービス送信のための方法及び端末に従って、端末ユ
ーザが、ローミング地域に到達したとき、サービス送信を実行すべく、ローミング地域の
ネットワーク事業者によって提供されるローカライゼーションサービスを使用することが
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できるように仮想ＳＩＭカードは構成され、このことは、ローミング端末ユーザがデータ
サービスを使用するときに発生する高額な費用の問題を便利に且つ迅速に解消でき、カー
ドの交換を必要としない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態１による、データサービス送信のための方法のフローチャート
である。
【００２９】
【図２】本発明の実施形態１による、データサービス送信のための別の方法のフローチャ
ートである。
【００３０】
【図３】本発明の実施形態２による、端末の概略図である。
【００３１】
【図４】本発明の実施形態２による、サーバの概略図である。
【００３２】
【図５】本発明の実施形態３による、端末の構成の概略図である。
【００３３】
【図６】本発明の実施形態３による、サーバの構成の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　添付の複数の図面及び複数の実施形態を参照して、本発明の複数の技術的解決手段を以
下において更に詳細に説明する。
【００３５】
　本発明の複数の実施形態において提供されるデータサービス送信のための方法は、ロー
ミングの必要性を有する端末ユーザと、ローミング地域のネットワーク事業者とに特に適
しており、ローミング端末にデータサービス送信のための便利で速い方法を提供し、カー
ドの交換を必要としない可能性がある。
【００３６】
　国際ローミングデータサービスの料金は通常は比較的高い。例えば、国際ゾーン１（と
りわけ米国）における事業者の中国聯合通信有限公司のデータサービス料金はＲＭＢ０．
０１／ＫＢであり（通常、中国本国での中国聯合通信有限公司のデータサービス料金はＲ
ＭＢ０．０００３／ＫＢである）、国際ゾーン７（とりわけポルトガル）におけるデータ
サービス料金はＲＭＢ０．５／ＫＢであり、香港、マカオ、及び台湾におけるローミング
データサービスの料金は、ＲＭＢ０．００５／ＫＢからＲＭＢ０．０４／ＫＢに達する。
これらの料金は全て、それらのローミング地域におけるローカル料金より高い。国際的に
ローミングする場合、高い料金のせいで端末ユーザらは通常、データサービスを自由に使
用することを制限させられ、国際ローミングサービスを慎重に使用しなければならない。
たった１０％のヨーロッパのモバイルユーザらが、ローミングしているときにＩｎｔｅｒ
ｎｅｔサービスを使用し、当該ユーザらのほとんどが、ローミングモバイルインターネッ
トを使用するための費用が高すぎる（ローカルトラフィックの費用より１００倍高い）と
思っていることが知られている。
【００３７】
　事業者にとって、ユーザらによる国際ローミングデータサービスの慎重な使用の結果、
事業者のローミングユーザらから得られる利益はわずかである。更に、従来のデータロー
ミングの解決手段においては、データサービス送信は、主に、訪問先の地域又は本国の地
域のゲートウェイ汎用パケット無線サービスサポートノードを介してデータネットワーク
にアクセスすることによって実行される。何れの場合においても、２つの事業者が複雑な
料金決済に関与しなければならない。
【００３８】
　本発明の複数の実施形態において提供されるデータサービス送信のための方法及び装置
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は、カードを交換することなく、ローミング端末ユーザがデータサービスを使用するとき
に発生する高額な費用の問題を解消可能である。
　実施形態１
【００３９】
　図１は、本実施形態による、データサービス送信のための方法のフローチャートである
。図１において示されるように、本発明のデータサービス送信のための方法は以下を含む
。
【００４０】
　Ｓ１０１：端末がローミング地域に到達したとき、ローミング地域のネットワーク事業
者によって送信される第１のメッセージを受信する。
【００４１】
　第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュー
ル（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ、ＳＩＭカード）の識別情
報を伝える。
【００４２】
　第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージであってよい。すなわち、ＯＴＡメッセ
ージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別情報を伝える。
仮想ＳＩＭカードの識別情報は、リンク形式であってよく、又はコード形式若しくはメニ
ュー形式であってよい。
【００４３】
　ＯＴＡ（Ｏｖｅｒ－Ｔｈｅ－Ａｉｒ）は、ショートメッセージサービスベースのメカニ
ズムであり、これは、（ネットワークを介して）モバイル端末又はサーバを使用して、Ｓ
ＩＭカードにおけるサービスメニューのダイナミックダウンロード、削除、及び更新を実
行し、これにより、ユーザは、個人向け情報サービスの付加価値データサービス（略して
ＯＴＡサービス）を取得する。ローミング地域の事業者は、ＯＴＡメッセージを利用して
仮想ＳＩＭカード情報をローミング端末に提供する。
【００４４】
　Ｓ１０２：ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、端
末は、第１のメッセージ内の仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って仮想ＳＩＭカード情報
をダウンロードする。
【００４５】
　端末は、Ｓ１０１の前、又はＳ１０１の後にローミング地域のネットワーク事業者のネ
ットワーク認証に成功し得る。
【００４６】
　具体的に、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する段階は
、
　ローミング地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを端末に
よって取得する段階を含む。
【００４７】
　ローミングプランを有する端末ユーザは、ユーザの要望に従って対象ローミング地域の
事業者のウェブサイトからサービス番号及びサービスパスワードを取得してよく、これに
より、端末は、ローミング地域に到達したとき、ローミング地域の事業者のネットワーク
からローミング地域の仮想ＳＩＭカード情報を取得し、端末に仮想ＳＩＭカード情報をダ
ウンロードすることができる。
【００４８】
　端末がローミング地域に到着したとき、端末はサービス番号への呼び出しを開始し、ロ
ーミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功するように、サービスパス
ワードを利用して仮想ＳＩＭカードの認証情報を得る。
【００４９】
　或いは、サービス番号及びサービスパスワードは、ＯＴＡメッセージを使用して（ＳＭ
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Ｓメッセージモードで）、ローミング地域のネットワーク事業者によってローミング端末
ユーザに直接通知されてよい、又は、第１のメッセージにおいて送信されてよい。
【００５０】
　任意選択で、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者によって端末
に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更に伝える
。サービスオプション情報は、ユーザの選択及び使用のために、仮想ＳＩＭカードに対し
て提供される異なるタイプのサービスオプションなどの情報を含んでよい。この場合、ロ
ーミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する段階は、具体的に、第
１のメッセージに従って仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を端末によって選択
する段階と、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功するように
、支払モードを使用して仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得する段階とである。
【００５１】
　ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、端末は、第１
のメッセージにおいて伝えられる仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って仮想ＳＩＭカード
情報をダウンロードする。
【００５２】
　Ｓ１０３：端末は、サービス送信を実行すべく、仮想ＳＩＭカードを利用して、ローミ
ング地域のネットワーク事業者によって提供されるサービスを使用する。
【００５３】
　サービスは、ネットワークデータサービス、音声サービス、ショートメッセージサービ
ス、及び／又は、マルチメディアメッセージングサービスなどを含む。
【００５４】
　Ｓ１０２において端末ユーザが仮想ＳＩＭカードを正常にダウンロードした後、ユーザ
は、ローミング地域のネットワーク事業者によって提供されるサービス（ローミング地域
におけるローカルカードパッケージ）を使用することを要望に従って選択し、料金を低減
させ得る。
【００５５】
　このように、ローミング端末は、通信を実行すべく、ローミング地域のネットワーク事
業者によって提供されるサービス（ローミング地域におけるローカルサービスパッケージ
）を使用でき、これにより、ローミング地域においてローミング端末のローカライゼーシ
ョンを実行する。
【００５６】
　任意選択で、第１のメッセージによる仮想ＳＩＭカード情報を端末によってダウンロー
ドする段階の後、当該方法は、
　仮想ＳＩＭカード情報を端末によって格納する段階を更に含む。
【００５７】
　具体的に、カード情報のセキュリティを確保するために、端末は、仮想ＳＩＭカード情
報を仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って別々に格納する。通常、端末ユーザの
オペレーティングシステムは、セキュアなオペレーティングシステムとオープンなオペレ
ーティングシステムとを含み得る。情報のセキュリティを確保するため、仮想ＳＩＭ情報
内の認証鍵及び認証アルゴリズムはセキュアなオペレーティングシステムに格納されて、
認証計算処理及び鍵のセキュリティを確保する。仮想ＳＩＭ情報の残りは、暗号化ファイ
ルシステム（Ｅｎｃｒｙｐｔ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＥＦＳ）に格納されて、モデム
による取得を容易にする。
【００５８】
　任意選択で、端末が、仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って仮想ＳＩＭカード
情報を別々に格納した後、当該方法は、
　端末が手動選択モードにある場合、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報
又は仮想ＳＩＭカード情報を端末によって受信する段階、及び、ユーザによって選択され
る従来のＳＩＭカード情報又は仮想ＳＩＭカード情報に従って設定を実行する段階を、又
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は、端末が自動選択モードとなるように設定される場合、ネットワークアクセス情報に従
って従来のＳＩＭカード又は仮想ＳＩＭカードを端末によって自動的に設定する段階を、
更に含む。
【００５９】
　図２は、本実施形態において提供されるデータサービス送信のための別の方法のフロー
チャートである。図２において示されるように、当該方法は、以下を含む。
【００６０】
　Ｓ２０１：ローミング地域のネットワーク事業者のサーバは、ローミング地域に入るロ
ーミング端末に第１のメッセージを送信する。
【００６１】
　第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別
情報を伝える。第１のメッセージはＯＴＡメッセージであってよい。すなわち、ＯＴＡメ
ッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別情報を伝え
る。
【００６２】
　Ｓ２０２：サーバは、ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得す
ることを求める、ローミング端末によって返される要求を受信し、ローミング端末に仮想
ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると決定する場合、仮想Ｓ
ＩＭカード情報をダウンロードすることを求めるローミング端末の要求が受信されるとき
、ローミング端末に仮想ＳＩＭカード情報を送信する。
【００６３】
　任意選択で、ローミング地域のネットワーク事業者が、ローミング地域に入るローミン
グ端末に第１のメッセージを送信する前に、当該方法は、
　ローミング端末によって開始されるサービス呼び出し要求を受信する段階を更に含む。
サービス呼び出し要求は、ローミング地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサー
ビスパスワードを伝える。
【００６４】
　ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する段階は、
具体的に、
　サービスパスワードが有効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合、ロ
ーミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを含む。
【００６５】
　或いは、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者によってローミン
グ端末に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更に
伝える。当該方法は、ローミング端末によって選択される仮想ＳＩＭカード及び支払モー
ドについての情報を受信する段階を更に含む。ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証
情報を提供するかどうかを決定する段階は、具体的に、
　ローミング端末によって選択される仮想ＳＩＭカード及び支払モードが有効かどうかを
決定する段階と、有効であると決定する場合、ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証
情報を提供すると決定する段階とである。
【００６６】
　本発明の本実施形態において提供されるデータサービス送信のための方法は、ローミン
グ端末ユーザにとってのデータサービス使用についての問題を解消し、ローミングデータ
サービスを使用するための料金を低減させ、これにより、ローミング地域の事業者はデー
タサービスを使用するようローミング端末ユーザらをすぐに引き付けることができる。
【００６７】
　上述のものは、本発明において提供されるデータサービス送信のための方法の詳細な説
明である。本発明において提供される端末及びサーバを以下において詳細に説明する。
　実施形態２
【００６８】



(14) JP 2017-500799 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

　図３は、本実施形態において提供される端末の概略図である。図５において示されるよ
うに、端末は受信ユニット３０１及び処理ユニット３０２を含む。
【００６９】
　受信ユニット３０１は、端末がローミング地域に到着したとき、ローミング地域のネッ
トワーク事業者によって送信される第１のメッセージを受信するよう構成される。
【００７０】
　第１のメッセージはローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別情
報を伝える。第１のメッセージはＯＴＡメッセージであってよい。すなわち、ＯＴＡメッ
セージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別情報を伝える
。
【００７１】
　処理ユニット３０２は、ローミング地域のネットワーク事業者の認証に成功し、受信ユ
ニット３０１によって受信される第１のメッセージ内の仮想ＳＩＭカードの識別情報に従
って仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードし、サービス送信を実行すべく、仮想ＳＩＭカ
ードを利用して、ローミング地域のネットワーク事業者によって提供されるサービスを使
用するよう構成される。
【００７２】
　処理ユニット３０２は、受信ユニット３０１が第１のメッセージを受信する前又は後に
、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功し得る。
【００７３】
　任意選択で、端末は、ローミング地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービ
スパスワードを取得するよう構成される取得ユニットを更に含む。
【００７４】
　ローミングプランを有する端末ユーザは、取得ユニットを使用してユーザ自身の必要性
に従って対象ローミング地域の事業者のウェブサイトからサービス番号及びサービスパス
ワードを取得してよく、これにより、端末は、ローミング地域に到達したとき、ローミン
グ地域の事業者のネットワークからローミング地域の仮想ＳＩＭカード情報を取得し、端
末に仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードできる。
【００７５】
　端末がローミング地域に到着したとき、処理ユニット３０２は取得ユニットによって取
得されたサービス番号への呼び出しを開始し、ローミング地域のネットワーク事業者のネ
ットワーク認証に成功するように、サービスパスワードを利用して仮想ＳＩＭカードの認
証情報を得る。
【００７６】
　或いは、サービス番号及びサービスパスワードは、ＯＴＡメッセージを使用して（ＳＭ
Ｓメッセージモードで）ローミング地域のネットワーク事業者によってローミング端末ユ
ーザに直接通知されてよい、又は、第１のメッセージにおいて送信されてよい。
【００７７】
　任意選択で、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者によって端末
に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更に伝える
。処理ユニット３０２は仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得するよう構成され、このこと
は具体的に、第１のメッセージに従って仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を選
択し、ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功するように、支払
モードを使用して仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得するよう構成されることを含む。
【００７８】
　ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、処理ユニット
３０２は、第１のメッセージにおいて伝えられる仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って仮
想ＳＩＭカード情報をダウンロードし、仮想ＳＩＭカードのローミング地域におけるサー
ビスパッケージを使用してデータサービス送信を実行する。
【００７９】
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　処理ユニット３０２が正常に仮想ＳＩＭカードをダウンロードした後、ユーザは、ロー
ミング地域におけるローカルカードサービスパッケージを使用すべく必要性に従って選択
し、料金を低減できる。
【００８０】
　このように、ローミング中の端末は通信のためにローミング地域におけるローカルサー
ビスパッケージを使用でき、これにより、ローミング地域においてローミング端末のロー
カライゼーションを実行する。
【００８１】
　任意選択で、端末は、処理ユニットが第１のメッセージに従って仮想ＳＩＭカード情報
をダウンロードした後、仮想ＳＩＭカード情報を格納するよう構成される記憶ユニットを
更に含む。
【００８２】
　具体的に、記憶ユニットは、仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って仮想ＳＩＭ
カード情報を別々に格納する。すなわち、仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証アルゴリズ
ムはセキュアなオペレーティングシステムに格納して、鍵並びに認証及び計算の処理のセ
キュリティを確保し、仮想ＳＩＭ情報の残りは暗号化ファイルシステムＥＦＳに格納して
、モデムによる取得を容易にする。
【００８３】
　記憶ユニットが仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って仮想ＳＩＭカード情報を
別々に格納した後、端末が手動選択モードにある場合、受信ユニット３０１は、ユーザに
よって選択される従来のＳＩＭカード情報又は仮想ＳＩＭカード情報を受信するよう更に
構成され、処理ユニット３０２は、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報又
は仮想ＳＩＭカード情報に従って設定を実行するよう更に構成されるか、又は、端末が自
動選択モードとなるように設定される場合、処理ユニット３０２は、ネットワークアクセ
ス情報に従って従来のＳＩＭカード又は仮想ＳＩＭカードを自動的に設定する。
【００８４】
　図４は、本実施形態において提供されるサーバの概略図である。当該サーバはローミン
グ地域のネットワーク事業者に属するサーバである。図４において示されるように、サー
バは、送信ユニット４０１、受信ユニット４０２、及び処理ユニット４０３を含む。
【００８５】
　送信ユニット４０１は、ローミング地域に入るローミング端末に第１のメッセージを送
信するよう構成される。
【００８６】
　第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別
情報を伝える。第１のメッセージはＯＴＡメッセージであってよい。すなわち、ＯＴＡメ
ッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想ＳＩＭカードの識別情報を伝え
る。
【００８７】
　受信ユニット４０２は、ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得
することを求める、ローミング端末によって返される要求を受信するよう構成される。
【００８８】
　処理ユニット４０３は、仮想ＳＩＭカードの認証情報をローミング端末に提供するかど
うかを、受信ユニット４０２によって受信される要求に従って決定し、提供すると決定す
る場合、受信ユニット４０２が仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求めるロ
ーミング端末の要求を受信するとき、送信ユニット４０１を使用してローミング端末に仮
想ＳＩＭカード情報を送信するよう構成される。
【００８９】
　任意選択で、受信ユニット４０２は、ローミング地域に入るローミング端末に送信ユニ
ット４０１が第１のメッセージを送信する前に、ローミング端末によって開始されるサー
ビス呼び出し要求を受信するよう更に構成される。サービス呼び出し要求は、ローミング
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地域のネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを伝える。処理ユニッ
ト４０３は、受信ユニット４０２によって受信されるサービスパスワードが有効であるか
どうかを決定し、有効であると決定する場合、ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証
情報を提供すると決定する。
【００９０】
　或いは、送信ユニット４０１によって送信される第１のメッセージは、ローミング地域
のネットワーク事業者によってローミング端末に提供される、仮想ＳＩＭカードのサービ
スオプション情報及び支払モードを更に伝える。
【００９１】
　受信ユニット４０２は、ローミング端末によって選択される仮想ＳＩＭカード及び支払
モードについての情報を受信する。
【００９２】
　処理ユニット４０３は、ローミング端末によって選択され、受信ユニット４０２によっ
て受信される仮想ＳＩＭカード及び支払モードが有効であるかどうかを決定し、選択され
た支払モード、有効であると決定する場合、ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情
報を提供すると決定する。
　実施形態３
【００９３】
　図５は、本実施形態において提供される端末の構成の概略図である。図５において示さ
れるように、端末５００は、プロセッサ５０１、通信インタフェース５０２、及びメモリ
５０３を含む。
【００９４】
　通信インタフェース５０２は他の装置と連係するよう構成される。
【００９５】
　メモリ５０３は永続メモリ、例えば、ハードディスクドライブ又はフラッシュドライブ
であってよい。メモリ５０３は、ソフトウェアモジュール及びデバイスドライバプログラ
ムを格納する。ソフトウェアモジュールは、本発明の複数の実施形態における上述した方
法の様々な機能モジュールを実行できる。デバイスドライバプログラムはネットワーク及
びインタフェースのドライバプログラムであってよい。
【００９６】
　起動すると、これらのソフトウェアコンポーネントはメモリ５０３の中にロードされ、
そして、プロセッサ５０１によってアクセスされ、以下の複数の命令を実行する。
　ローミング地域に到達したとき、通信インタフェース５０２を使用して、ローミング地
域のネットワーク事業者によって送信される第１のメッセージを端末５００によって受信
する命令であって、第１のメッセージは、ローミング地域のネットワーク事業者の仮想加
入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える、命令。
　ローミング地域のネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、第１のメッセ
ージ内の仮想ＳＩＭカードの識別情報に従って、通信インタフェース５０２を使用して仮
想ＳＩＭカード情報をダウンロードする命令。
　サービス送信を実行すべく、仮想ＳＩＭカードを利用して及び通信インタフェース５０
２を使用して、ローミング地域のネットワーク事業者によって提供されるサービスを使用
する命令。
【００９７】
　具体的に、端末５００は、実施形態１におけるデータサービス送信のための方法を複数
の命令に従って更に実行する。複数の詳細は本明細書においては繰り返し説明されない。
【００９８】
　図６は、本実施形態において提供されるサーバの構成の概略図である。図５において示
されるように、サーバ６００は、プロセッサ６０１、通信インタフェース６０２、及びメ
モリ６０３を含む。
【００９９】
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　通信インタフェース６０２は、他の装置と連係するよう構成される。
【０１００】
　メモリ６０３は永続メモリ、例えば、ハードディスクドライブ又はフラッシュドライブ
であってよい。メモリ６０３は、ソフトウェアモジュール及びデバイスドライバプログラ
ムを格納する。ソフトウェアモジュールは、本発明の複数の実施形態における上述した方
法の様々な機能モジュールを実行できる。デバイスドライバプログラムはネットワーク及
びインタフェースのドライバプログラムであってよい。
【０１０１】
　起動すると、これらのソフトウェアコンポーネントはメモリ６０３の中にロードされ、
そして、プロセッサ６０１によってアクセスされ、以下の複数の命令を実行する。
　通信インタフェース６０２を使用して、ローミング地域に入るローミング端末に第１の
メッセージを送信する命令であって、第１のメッセージはローミング地域のネットワーク
事業者の仮想ＳＩＭカードの識別情報を伝える、命令。
　通信インタフェース６０２を使用して、ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの
認証情報を取得することを求める、ローミング端末によって返される要求を受信し、ロー
ミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると決定
する場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求めるローミング端末の要求
を通信インタフェース６０２において受信するとき、通信インタフェース６０２を使用し
てローミング端末に仮想ＳＩＭカード情報を送信する命令。
【０１０２】
　具体的に、サーバ６００は、実施形態１におけるデータサービス送信のための方法を複
数の命令に従って更に実行し、複数の詳細は本明細書においては繰り返し説明されない。
【０１０３】
　本発明の複数の実施形態において提供されるデータサービス送信のための方法及び端末
は、ローミング端末ユーザにとってのデータサービス使用についての問題を解消でき、ロ
ーミングデータサービスの利用のための料金を低減でき、これにより、ローミング地域の
事業者は、データサービスを使用するようローミング端末ユーザらをすぐに引き付けるこ
とができる。これは速くて便利であり、カードの交換を必要としない。
【０１０４】
　当業者ならば、本明細書において開示された複数の実施形態に関連して説明された複数
の例における複数のユニット及び複数のアルゴリズムの段階が、電子的ハードウェア、コ
ンピュータソフトウェア、又はそれらの組み合わせによって実行され得ることに更に気付
くであろう。ハードウェアとソフトウェアとの間の互換性を明確に説明すべく、上述のも
のは、複数の機能に従って複数の例の複数の構成及び複数の段階を概して説明してきた。
複数の機能がハードウェアによって実行されるか、又はソフトウェアによって実行される
かは、複数の特定の応用、及び複数の技術的解決手段の設計制約条件に依存する。当業者
ならば、各特定の応用について、説明された複数の機能を実行する異なる方法を使用でき
るだろうが、その実行は、本発明の範囲を超えるものとはみなされるべきではない。
【０１０５】
　本明細書において開示された複数の実施形態において説明された複数の方法又は複数の
アルゴリズムの複数の段階は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェ
アモジュール、又はそれらの組み合わせによって実行され得る。ソフトウェアモジュール
は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、メモリ、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、電気
的プログラマブルＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ、レジスタ、ハードディ
スク、携帯用ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は、当該技術において周知の任意の他の形態の
記憶媒体において構成され得る。
【０１０６】
　上述の具体的な複数の実施例において、本発明の目的、複数の技術的解決手段、及び複
数の恩恵が更に詳細に説明されている。上述の複数の説明は、本発明の具体的な複数の実
施例にすぎないが、本発明の保護範囲を限定することは意図されていないことが理解され
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るべきである。本発明の主旨及び原理から逸脱することなく成される、任意の変形、等価
な置き換え、又は改良は、本発明の保護範囲内に含まれるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月15日(2016.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データサービス送信のための方法であって、
　ローミング地域に到達したとき、ローミング地域のネットワーク事業者によって送信さ
れる第１のメッセージを端末によって受信する段階であって、前記第１のメッセージは、
前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカード
の識別情報を伝える、段階と、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、前記
第１のメッセージの前記仮想ＳＩＭカードの前記識別情報に従って仮想ＳＩＭカード情報
を前記端末によってダウンロードする段階と、
　サービス送信を実行すべく、前記仮想ＳＩＭカードを利用して、前記ローミング地域の
前記ネットワーク事業者によって提供されるサービスを前記端末によって使用する段階と
を備える
　方法。
【請求項２】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する前記段階
は、具体的に、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワード
を前記端末によって取得する段階と、
　前記端末が前記ローミング地域に到着したとき、前記サービス番号への呼び出しを前記
端末によって開始し、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の前記ネットワーク
認証に成功するように、前記サービスパスワードを利用して前記仮想ＳＩＭカードの認証
情報を得る段階とを有する
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のメッセージは、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって前記
端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更
に伝え、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する前記段階
は、具体的に、
　前記第１のメッセージに従って前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を前記
端末によって選択する段階と、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の前記ネッ
トワーク認証に成功するように、前記支払モードを使用して前記仮想ＳＩＭカードの認証
情報を取得する段階とを有する
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のメッセージ内の前記仮想ＳＩＭカードの前記識別情報に従って仮想ＳＩＭカ
ード情報をダウンロードする前記段階の後、
　前記仮想ＳＩＭカード情報のセキュリティレベルに従って前記仮想ＳＩＭカード情報を
前記端末によって別々に格納する段階であって、前記仮想ＳＩＭカード情報内の認証鍵及
び認証アルゴリズムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、前記仮想ＳＩＭカ
ード情報の残りを暗号化ファイルシステムＥＦＳに格納する、段階を更に備える
　請求項１から４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記仮想ＳＩＭカード情報のセキュリティレベルに従って前記仮想ＳＩＭカード情報を
前記端末によって別々に格納する前記段階の後、
　前記端末が手動選択モードにある場合、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード
情報又は前記仮想ＳＩＭカード情報を前記端末によって受信する段階、及び、前記ユーザ
によって選択される前記従来のＳＩＭカード情報又は前記仮想ＳＩＭカード情報に従って
設定を実行する段階、又は、
　前記端末が自動選択モードとなるように設定される場合、ネットワークアクセス情報に
従って従来のＳＩＭカード又は前記仮想ＳＩＭカードを前記端末によって自動的に設定す
る段階を更に備える
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ローミング端末のデータサービス送信のための方法であって、
　ローミング地域に入るローミング端末に第１のメッセージを前記ローミング地域のネッ
トワーク事業者のサーバによって送信する段階であって、前記第１のメッセージは、前記
ローミング地域の前記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識
別情報を伝える、段階と、
　前記ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める、
前記ローミング端末によって返される要求を前記サーバによって受信し、前記ローミング
端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると決定す
る場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める前記ローミング端末の要
求が受信されるとき、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカード情報を送信する段階と
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を備える
　方法。
【請求項８】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者が、前記ローミング地域に入る前記ロー
ミング端末に前記第１のメッセージを送信する前に、
　前記ローミング端末によって開始されるサービス呼び出し要求を受信する段階であって
、前記サービス呼び出し要求は、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービ
ス番号及びサービスパスワードを伝える、段階を更に備え、
　前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する
前記段階は、具体的に、
　前記サービスパスワードが有効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合
、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを
含む、
　請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のメッセージは前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって前記ロ
ーミング端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モ
ードを更に伝え、
　前記方法は、前記ローミング端末によって選択される前記仮想ＳＩＭカード及び支払モ
ードについての情報を受信する段階を更に備え、
　前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する
前記段階は、具体的に、
　前記ローミング端末によって選択される前記仮想ＳＩＭカード及び前記支払モードが有
効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合、前記ローミング端末に前記仮
想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを有する、
　請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１１】
　端末であって、
　前記端末がローミング地域に到着したとき、前記ローミング地域のネットワーク事業者
によって送信される、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モ
ジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを受信する受信ユニットと、
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の認証に成功し、前記受信ユニットによ
って受信される前記第１のメッセージ内の前記仮想ＳＩＭカードの前記識別情報に従って
仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードし、サービス送信を実行すべく、前記仮想ＳＩＭカ
ードを利用して、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって提供されるサー
ビスを使用する処理ユニットとを備える
　端末。
【請求項１２】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項１１に記載の端末。
【請求項１３】
　前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワード
を取得する取得ユニットを更に備え、
　前記端末が前記ローミング地域に到着したとき、前記処理ユニットは、具体的に、前記
取得ユニットによって取得される前記サービス番号への呼び出しを開始し、前記ローミン
グ地域の前記ネットワーク事業者の前記認証に成功するように、前記サービスパスワード
を利用して前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を得る、
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　請求項１１又は１２に記載の端末。
【請求項１４】
　前記第１のメッセージは、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者によって前記
端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更
に伝え、
　前記処理ユニットは前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得し、取得することは具体的
に、前記第１のメッセージに従って前記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を選
択し、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者の前記認証に成功するように、前記
支払モードを使用して前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを含む、
　請求項１１又は１２に記載の端末。
【請求項１５】
　前記仮想ＳＩＭカード情報のセキュリティレベルに従って前記仮想ＳＩＭカード情報を
別々に格納する記憶ユニットであって、前記仮想ＳＩＭカード情報内の認証鍵及び認証ア
ルゴリズムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、前記仮想ＳＩＭカード情報
の残りを暗号化ファイルシステムＥＦＳに格納する、記憶ユニットを更に備える
　請求項１１から１４の何れか一項に記載の端末。
【請求項１６】
　前記記憶ユニットが前記仮想ＳＩＭカード情報の前記セキュリティレベルに従って前記
仮想ＳＩＭカード情報を別々に格納した後、前記端末が手動選択モードにある場合、前記
受信ユニットは、更に、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報又は前記仮想
ＳＩＭカード情報を受信し、前記処理ユニットは、更に、前記ユーザによって選択される
前記従来のＳＩＭカード情報又は前記仮想ＳＩＭカード情報に従って設定を実行し、又は
、
　前記端末が自動選択モードになるように設定される場合、前記処理ユニットは、ネット
ワークアクセス情報に従って従来のＳＩＭカード又は前記仮想ＳＩＭカードを自動的に設
定する、
　請求項１５に記載の端末。
【請求項１７】
　ローミング地域のネットワーク事業者に属するサーバであって、
　前記ローミング地域に入るローミング端末に、前記ローミング地域の前記ネットワーク
事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを
送信する送信ユニットと、
　前記ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める前
記ローミング端末によって返される要求を受信する受信ユニットと、
　前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、
提供すると決定する場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める前記ロ
ーミング端末の要求を前記受信ユニットが受信するとき、前記送信ユニットを使用して前
記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカード情報を送信する処理ユニットとを備える
　サーバ。
【請求項１８】
　前記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　請求項１７に記載のサーバ。
【請求項１９】
　前記受信ユニットは、更に、前記ローミング地域に入る前記ローミング端末に前記第１
のメッセージを前記送信ユニットが送信する前に、前記ローミング端末によって開始され
る、前記ローミング地域の前記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワー
ドを伝えるサービス呼び出し要求を受信し、
　前記処理ユニットは、前記受信ユニットによって受信された前記サービスパスワードが
有効かどうかを決定し、有効であると決定する場合、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩ
Ｍカードの認証情報を提供すると決定する、
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　請求項１７又は１８に記載のサーバ。
【請求項２０】
　前記送信ユニットによって送信される前記第１のメッセージは、前記ローミング地域の
前記ネットワーク事業者によって前記ローミング端末に提供される、前記仮想ＳＩＭカー
ドのサービスオプション情報及び支払モードを更に伝え、
　前記受信ユニットは、前記ローミング端末によって選択される前記仮想ＳＩＭカード及
び支払モードについての情報を受信し、
　前記処理ユニットは、前記ローミング端末によって選択され、前記受信ユニットによっ
て受信された前記仮想ＳＩＭカード及び前記支払モードが有効かどうかを決定し、有効で
あると決定する場合、前記ローミング端末に前記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供する
と決定する、
　請求項１７又は１８に記載のサーバ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　図３は、本実施形態において提供される端末の概略図である。図３において示されるよ
うに、端末は受信ユニット３０１及び処理ユニット３０２を含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　処理ユニット４０３は、ローミング端末によって選択され、受信ユニット４０２によっ
て受信される仮想ＳＩＭカード及び支払モードが有効であるかどうかを決定し、有効であ
ると決定する場合、ローミング端末に仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　図６は、本実施形態において提供されるサーバの構成の概略図である。図６において示
されるように、サーバ６００は、プロセッサ６０１、通信インタフェース６０２、及びメ
モリ６０３を含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
　上述の具体的な複数の実施例において、本発明の目的、複数の技術的解決手段、及び複
数の恩恵が更に詳細に説明されている。上述の複数の説明は、本発明の具体的な複数の実
施例にすぎないが、本発明の保護範囲を限定することは意図されていないことが理解され
るべきである。本発明の主旨及び原理から逸脱することなく成される、任意の変形、等価
な置き換え、又は改良は、本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
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［項目１］
　データサービス送信のための方法であって、
　ローミング地域に到達したとき、ローミング地域のネットワーク事業者によって送信さ
れる第１のメッセージを端末によって受信する段階であって、上記第１のメッセージは、
上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカード
の識別情報を伝える、段階と、
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功した後、上記
第１のメッセージの上記仮想ＳＩＭカードの上記識別情報に従って仮想ＳＩＭカード情報
を上記端末によってダウンロードする段階と、
　サービス送信を実行すべく、上記仮想ＳＩＭカードを利用して、上記ローミング地域の
上記ネットワーク事業者によって提供されるサービスを上記端末によって使用する段階と
を備える
　方法。
［項目２］
　上記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　項目１に記載の方法。
［項目３］
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する上記段階
は、具体的に、
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワード
を上記端末によって取得する段階と、
　上記端末が上記ローミング地域に到着したとき、上記サービス番号への呼び出しを上記
端末によって開始し、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者の上記ネットワーク
認証に成功するように、上記サービスパスワードを利用して上記仮想ＳＩＭカードの認証
情報を得る段階とを有する
　項目１又は２に記載の方法。
［項目４］
　上記第１のメッセージは、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者によって上記
端末に提供される、上記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更
に伝え、
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のネットワーク認証に成功する上記段階
は、具体的に、
　上記第１のメッセージに従って上記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報を上記
端末によって選択する段階と、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者の上記ネッ
トワーク認証に成功するように、上記支払モードを使用して上記仮想ＳＩＭカードの認証
情報を取得する段階とを有する
　項目１又は２に記載の方法。
［項目５］
　上記第１のメッセージ内の上記仮想ＳＩＭカードの上記識別情報に従って仮想ＳＩＭカ
ード情報をダウンロードする上記段階の後、
　上記仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って上記仮想ＳＩＭカード情報を上記端
末によって別々に格納する段階であって、上記仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証アルゴ
リズムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、上記仮想ＳＩＭ情報の残りを暗
号化ファイルシステムＥＦＳに格納する、段階を更に備える
　項目１から４の何れか一項に記載の方法。
［項目６］
　上記仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って上記仮想ＳＩＭカード情報を上記端
末によって別々に格納する上記段階の後、
　上記端末が手動選択モードにある場合、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード
情報又は上記仮想ＳＩＭカード情報を上記端末によって受信する段階、及び、上記ユーザ
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によって選択される上記従来のＳＩＭカード情報又は上記仮想ＳＩＭカード情報に従って
設定を実行する段階、又は、
　上記端末が自動選択モードとなるように設定される場合、ネットワークアクセス情報に
従って従来のＳＩＭカード又は上記仮想ＳＩＭカードを上記端末によって自動的に設定す
る段階を更に備える
　項目５に記載の方法。
［項目７］
　ローミング端末のデータサービス送信のための方法であって、
　ローミング地域に入るローミング端末に第１のメッセージを上記ローミング地域のネッ
トワーク事業者のサーバによって送信する段階であって、上記第１のメッセージは、上記
ローミング地域の上記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識
別情報を伝える、段階と、
　上記ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める、
上記ローミング端末によって返される要求を上記サーバによって受信し、上記ローミング
端末に上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、提供すると決定す
る場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める上記ローミング端末の要
求が受信されるとき、上記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカード情報を送信する段階と
を備える
　方法。
［項目８］
　上記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　項目７に記載の方法。
［項目９］
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者が、上記ローミング地域に入る上記ロー
ミング端末に上記第１のメッセージを送信する前に、
　上記ローミング端末によって開始されるサービス呼び出し要求を受信する段階であって
、上記サービス呼び出し要求は、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のサービ
ス番号及びサービスパスワードを伝える、段階を更に備え、
　上記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する
上記段階は、具体的に、
　上記サービスパスワードが有効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合
、上記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを
含む、
　項目７又は８に記載の方法。
［項目１０］
　上記第１のメッセージは上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者によって上記ロ
ーミング端末に提供される、上記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モ
ードを更に伝え、
　上記方法は、上記ローミング端末によって選択される上記仮想ＳＩＭカード及び支払モ
ードについての情報を受信する段階を更に備え、
　上記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定する
上記段階は、具体的に、
　上記ローミング端末によって選択される上記仮想ＳＩＭカード及び上記支払モードが有
効かどうかを決定する段階と、有効であると決定する場合、上記ローミング端末に上記仮
想ＳＩＭカードの認証情報を提供すると決定する段階とを有する、
　項目７又は８に記載の方法。
［項目１１］
　端末であって、
　上記端末がローミング地域に到着したとき、上記ローミング地域のネットワーク事業者
によって送信される、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者の仮想加入者識別モ
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ジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを受信するよう構成される受
信ユニットと、
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者の認証に成功し、上記受信ユニットによ
って受信される上記第１のメッセージ内の上記仮想ＳＩＭカードの上記識別情報に従って
仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードし、サービス送信を実行すべく、上記仮想ＳＩＭカ
ードを利用して、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者によって提供されるサー
ビスを使用するよう構成される処理ユニットとを備える
　端末。
［項目１２］
　上記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　項目１１に記載の端末。
［項目１３］
　上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワード
を取得するよう構成される取得ユニットを更に備え、
　上記端末が上記ローミング地域に到着したとき、上記処理ユニットは、具体的に、上記
取得ユニットによって取得される上記サービス番号への呼び出しを開始し、上記ローミン
グ地域の上記ネットワーク事業者の上記ネットワーク認証に成功するように、上記サービ
スパスワードを利用して上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を得るよう構成される、
　項目１１又は１２に記載の端末。
［項目１４］
　上記第１のメッセージは、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者によって上記
端末に提供される、上記仮想ＳＩＭカードのサービスオプション情報及び支払モードを更
に伝え、
　上記処理ユニットは上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得するよう構成され、取得す
るよう構成されることは具体的に、上記第１のメッセージに従って上記仮想ＳＩＭカード
のサービスオプション情報を選択し、上記ローミング地域の上記ネットワーク事業者の上
記ネットワーク認証に成功するように、上記支払モードを使用して上記仮想ＳＩＭカード
の認証情報を取得するよう構成されることを含む、
　項目１１又は１２に記載の端末。
［項目１５］
　上記仮想ＳＩＭ情報のセキュリティレベルに従って上記仮想ＳＩＭカード情報を別々に
格納するよう構成される記憶ユニットであって、上記仮想ＳＩＭ情報内の認証鍵及び認証
アルゴリズムをセキュアなオペレーティングシステムに格納し、上記仮想ＳＩＭ情報の残
りを暗号化ファイルシステムＥＦＳに格納するよう構成される、記憶ユニットを更に備え
る
　項目１１から１４の何れか一項に記載の端末。
［項目１６］
　上記記憶ユニットが上記仮想ＳＩＭ情報の上記セキュリティレベルに従って上記仮想Ｓ
ＩＭカード情報を別々に格納した後、上記端末が手動選択モードにある場合、上記受信ユ
ニットは、ユーザによって選択される従来のＳＩＭカード情報又は上記仮想ＳＩＭカード
情報を受信するよう更に構成され、上記処理ユニットは、上記ユーザによって選択される
上記従来のＳＩＭカード情報又は上記仮想ＳＩＭカード情報に従って設定を実行するよう
更に構成される、又は、
　上記端末が自動選択モードになるように設定される場合、上記処理ユニットは、ネット
ワークアクセス情報に従って従来のＳＩＭカード又は上記仮想ＳＩＭカードを自動的に設
定する、
　項目１５に記載の端末。
［項目１７］
　ローミング地域のネットワーク事業者に属するサーバであって、
　上記ローミング地域に入るローミング端末に、上記ローミング地域の上記ネットワーク
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事業者の仮想加入者識別モジュールＳＩＭカードの識別情報を伝える第１のメッセージを
送信するよう構成される送信ユニットと、
　上記ローミング地域のローカル仮想ＳＩＭカードの認証情報を取得することを求める上
記ローミング端末によって返される要求を受信するよう構成される受信ユニットと、
　上記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供するかどうかを決定し、
提供すると決定する場合、仮想ＳＩＭカード情報をダウンロードすることを求める上記ロ
ーミング端末の要求を上記受信ユニットが受信するとき、上記送信ユニットを使用して上
記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカード情報を送信するよう構成される処理ユニットと
を備える
　サーバ。
［項目１８］
　上記第１のメッセージは無線通信ＯＴＡメッセージである、
　項目１７に記載のサーバ。
［項目１９］
　上記受信ユニットは、上記ローミング地域に入る上記ローミング端末に上記第１のメッ
セージを上記送信ユニットが送信する前に、上記ローミング端末によって開始される、上
記ローミング地域の上記ネットワーク事業者のサービス番号及びサービスパスワードを伝
えるサービス呼び出し要求を受信するよう更に構成され、
　上記処理ユニットは、上記受信ユニットによって受信された上記サービスパスワードが
有効かどうかを決定し、有効であると決定する場合、上記ローミング端末に上記仮想ＳＩ
Ｍカードの認証情報を提供すると決定する、
　項目１７又は１８に記載のサーバ。
［項目２０］
　上記送信ユニットによって送信される上記第１のメッセージは、上記ローミング地域の
上記ネットワーク事業者によって上記ローミング端末に提供される、上記仮想ＳＩＭカー
ドのサービスオプション情報及び支払モードを更に伝え、
　上記受信ユニットは、上記ローミング端末によって選択される上記仮想ＳＩＭカード及
び支払モードについての情報を受信し、
　上記処理ユニットは、上記ローミング端末によって選択され、上記受信ユニットによっ
て受信された上記仮想ＳＩＭカード及び上記支払モードが有効かどうかを決定し、有効で
あると決定する場合、上記ローミング端末に上記仮想ＳＩＭカードの認証情報を提供する
と決定する、
　項目１７又は１８に記載のサーバ。
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